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　平成 27 年 10 月の運行開始までに 1,341 人が事前登録し、その後も月平均で 253 人が新規登録して

います。

▼ 利用者登録数

10月 11 月 12 月 1 月 合計

運賃収入（回数券売上含む） 223,950円 158,600円 165,650円 166,150円 714,350円

委託費用（消費税込み） 1,593,000円 1,593,000円 1,593,000円 1,593,000円 6,372,000円

▼ 収支状況

（単位：人）

　時間帯別の利用者数では、10 時台、13 時台

の利用が多くなっています。

▼ 時間帯別（便別）延べ利用者数

　平成 27 年 10 月から 1 月までの期間で延べ 2,588 人、1 日当たり 27

人にご利用いただいています。

▼ 延べ利用者数

　「市内循環バス」は、3月31日（木）をもって運行を終了します。長年のご利用、誠にありがとうございました。

引き続き「幸手市デマンド交通」をご利用くださいますようお願いします。

※ご利用には、利用者登録と予約が必要です。　　　　　　 ☞デマンド交通予約センター ☎0120-245-840

幸手市デマンド交通の
運行状況についてお知らせします

　目的地別の利用者数では、病院が全体の

50.7％を占め、次いで商業施設が 17.4％と

なっています。

▼ 目的地別延べ利用者数

　市では、平成 27 年 10 月から市内を運行エリアとした新しい公共交通として「幸手市デマンド交通」の

運行を開始しました。今回は、平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの期間における運行状

況についてお知らせします。　　　　　　　　　 問合せ　市民協働課☎（43）1111内線173・（43）7656

　市では、平成 27 年 10 月から市内を運行エリアとした新しい公共交通として「幸手市デマンド交通」の

運行を開始しました。今回は、平成 27 年 10 月 1 日から平成 28 年 1 月 31 日までの期間における運行状

況についてお知らせします。　　　　　　　　　 問合せ　市民協働課☎（43）1111内線173・（43）7656
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　市では、公民館の活性化を図るとともに、地域の特色を生かしたまちづくりをサポートするため、4月 1

日から各公民館に地区市民センターを併設します。

　すべての公民館に館長などの職員を新たに配置し、公民館の主催事業を開催するとともに、配置した職

員を各地域の担当職員として、協働のまちづくりの拠点としていきます。

　また、各種証明書の発行や申請の受付などの行政サービスも行います。

　各種証明書の発行（4月 15 日開始予定）、各種申請の受付などの窓口業務

地区市民センター

１ 地域づくり業務

２ 行政サービス業務

　発行できる証明書

・住民票の写し（世帯全員分）

・住民票の写し（個人分）

・印鑑登録証明書

・所得証明書

・非課税証明書

・住民税決定証明書

・完納証明書

・納税証明書

・納税証明書（継続検査用）

各公民館に地区市民センターを併設します地区市民センター

申請書の受付業務など

・重度心身障害者医療費支給申請書の受付

・子ども医療費支給申請書の受付

・子ども医療費受給資格証の預かり

・ひとり親家庭等医療費支給申請書の受付

・ひとり親家庭等医療費受給者証の預かり

・健康・環境カレンダーの配布

・コミュニティ袋の配布

・環境対策に係る各種看板の配布申請受付

および配布

開館時間　午前 9時～午後 9時 30 分（日曜・祝日は午後 5時まで）

　　　　　※各種証明書発行は、平日午前 9時～午後 5時（閉館日を除く）

問合せ　市民協働課☎（43）1111 内線 173・（44）0257

　地域の特色を活かした自主的なまちづくり活動の支援や課題解決に向けた協働体制の整備・推進

新入学（園）児の
交通安全活動を推進しています

問合せ　幸手警察署☎(42)0110

★子どもの事故で一番多いのが「飛び出し」です
　子どもは、一つのことに注意が向くと、周りのものが目に入らなくなります。

…… 道路を渡る前は必ず止まる

…… 車が来ないか、曲ってくる車がないかよく見る

…… 前の信号が青になるまで待つ

…… 渡るときは、もう一度、車が来ないか確かめる

止まる

見る

待つ

確かめる

「４つの約束」の安全行動が習慣付くよう、繰り返し教えましょう。

★交通安全は家庭から
　交通ルールに不慣れな新入学（園）児を交通事故から守り、交通ルールとマナーの実践を習慣付

けるには、日ごろから、子どもが生活する場所や自宅付近の道路で「どの場所で止まり」「どの信号

を見るのか」「どの方向からの車を確かめるのか」など、実践的な指導をすることが大切です。

　「危ない！」「気を付けて！」など、抽象的な言葉では子どもは十分理解できません。入学前に子

どもと一緒に通学路を歩き、保護者が自ら正しい交通ルールやマナーを繰り返し子どもに示すこと

で危険な場所や状況などについて学習させ、子どもたちを悲惨な交通事故から守りましょう。
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